
近

世

京

都

に

お

け

る

町

会

所

の
役

割

武

田

明

子

は

じ

め

に

江
戸
時
代
末
期
の
庶
民
の
生
活
を
描
い
た

『守
貞
漫
稿
』

に
よ
る

と
、
京
都

の
髪
結
の
記
述
に

「毎
坊
、
會
所
ト
号
ケ
テ
、
市
民
會
合

　
ユ

　

ノ
家

一
戸
ヲ
置
ク
」
と
あ
り
、
近
世
の
京
都
の
町
に
は
木
戸
や
番
所

と
同
じ
く
、

一
般
的
に
町
有
の
施
設
と
し
て
町
会
所
が
置
か
れ
て
い

た
。町

会
所
は
、
恒
常
的
な
自
治
運
営
の
場

で
あ
り
、
町
と
共
同
体
の

性
格
を
見
る
上
で
非
常
に
重
要
な
共
有
施
設

で
あ
る
が
、
そ
の
実
態

や
成
立

に
つ
い
て
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で

あ
る
。

京
都

の
町
会
所
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
川
上
貢
氏
と
谷
直
樹
氏
に

　　
　

よ
る

『
祇
園
祭
山
鉾
町
会
所
建
築
の
調
査
報
告

本
文
編
』
が
主
な

も
の
で
あ
る
。
山
鉾
町
の
町
会
所
を
中
心

に
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
町

会
所
は
町
衆
自
治
の
伝
統
を
継
承
し
、
育
ん
で
き
た
町
の
核
で
あ

っ

た
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
京
都
市
中
の
町
会
所
を
対
象
に
し
て
、
近
世

の
京
都
に
お
け
る
町
会
所

の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。
京

都
の
町
会
所
は
、
原
則
的

に
各
町
に
設
け
ら
れ
た
が
、
行
政
の
末
端

組
織
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
権
力

者
側
の
み
の
要
求

で
存
在
し
た
も
の
で
は
な
く
、
町
の
共
同
体
側
か

ら
の
必
要
性
に
も
支
え
ら
れ
て
恒
常
的
な
施
設
と
し
て
存
在
し
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従

っ
て
、
町
会
所
が
町
の
人
々
に
と

っ

て
ど
の
よ
う
な
存
在

で
あ
り
、
役
割
を
担

っ
て
い
た
の
か
を
述
べ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
町
共
同
体
か
ら
の
必
要
性
を
考
察
し
た
い
。
ま
た
、

会
所
の
役
割
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
京
都
が
ど
の
よ
う
な
性
格

を
も

っ
た
都
市

で
あ

っ
た
の
か
に

つ
い
て
も
考
察
し
た
い
と
思
う
。

内
容
構
成
に
お
い
て
は
、
は
じ
め
に
町
会
所
の
初
見
や
成
立
要
因
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を
探
り
、
会
所
の
成
立
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

つ
い
で
会
所
の

設
立
や
構
造
、
利
用
方
法
に
つ
い
て
具
体
的
な
事
例
を
検
討
し
、
会

所
の
実
態

に
迫
り
た
い
。
さ
ら
に
、
町
会
所
の
様
々
な
機
能

に
つ
い

て
も
事
例
を
集
め
、
町
共
同
体
に
と

っ
て
会
所
が
ど
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
背
景
に

つ
い
て
述
べ
る
こ
と

に
す
る
。一

、
町
会
所
の
成
立
と
普
及

京
の
町
衆
は
、
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
は
軍
勢
や
土

一
揆
、

ま
た
は
治
安
の
乱
れ
か
ら
自
分
達
の
生
命
と
財
産
を
守
る
た
あ
に
自

衛
武
装

し
、
自
治
的
な
町
の
運
営
を
行

っ
た
。
上
京
、
下
京
と
い
う

都
市
規
模

で
自
分
た
ち
の
町
を
守
る
た
め
に
は
、
地
域
割
り
が
必
要

で
あ
り
、
町
組
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
上
京
と
下
京
に
は
そ
れ

ぞ
れ
の
町
組
に
よ

っ
て
選
出
さ
れ
た
役
員
か
ら
構
成
さ
れ
た
最
高
決

定
機
関
が
あ
り
、
そ
の
運
営
に
あ
た

っ
て
は
、
上
京

に
お
い
て
は
革

　ヨ
　

堂
、
下
京

に
お
い
て
は
六
角
堂
を
集
合
場
所
と
し
て
い
た
。

こ
れ

に
対
し
、
町
ご
と
の
寄
合
を
行
う
た
め
の
施
設
で
あ
る
町
会

所
は
い

つ
ご
ろ
よ
り
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
会
所
成
立
の
最
も

早

い
例
は
、
文
禄
五
年

(
一
五
九
六
)
の
鶏
鉾
町
に
お
い
て
見
る
こ

　る
　

と
が
で
き
る
。

定
法
度

一
毎
月
六
日
二
御
汁
可
有
之
事
。

一
町
中
之
儀
に
付
て
、
贔
屓
偏
頗
仕
間
敷
事
。

一
諸
事
談
合
之
時
、
年
寄
衆
多
分
可
然
之
と
の
か
た

へ
各
可
相

付
之
事
。

一
於
会
所
談
合
之
刻
不
罷
出
、
以
来
何
か
と
申
候
と
も
、
承
引

有
間
敷
事
。

会
所
と
い
う
施
設
で
談
合
が
行
わ
れ
て
お
り
、
毎
月
決
ま

っ
た
日
に

御
汁
、

つ
ま
り
寄
合
が
行
わ
れ
て
い
る
。
寄
合
の
方
針
も
多
数
決

で

議
決
さ
れ
、
え
こ
ひ
い
き
を
し
な
い
事
を
誓

っ
て
い
る
こ
と
よ
り
、

寄
合
が
重
視
さ
れ
、
町
人
内
部
で
は
平
等
な
資
格
で
の
議
決
展
開
が

要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
に
庶
民
の
自
治
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。　　

　

鶏
鉾
町
は
山
鉾
町
の
為
、
早
く
か
ら
自
治
が
確
立
し
て
お
り
、
町

運
営
か
ら
の
必
要
に
よ
り
寄
合
が
行
わ
れ
、

そ
の
た
あ
の
施
設
で
あ

る
町
会
所
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
町
会
所
は

町
の
共
同
体

に
必
要
と
さ
れ
て
成
立
し
て
い
る
。

冷
泉
町

の

「大
福
帳
」
で
は
、
会
所
の
初
見
は
正
保
三
年

(
一
六

　　
　

四
六
)
の

「会
所

ノ
宿
ち
ん
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
町
会
所
成
立
以
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前

に
は
、
年
寄
衆
の
屋
敷
が
町
会
所
の
機
能
を
果
し
て
い
た
。
天
正

二
十
年

(
一
五
九
二
)
よ
り
慶
長
十
五
年

(
一
六

一
〇
)
ま
で
の
間
、

烏
帽
子
着
、
官
途
成
、
亭
主
成
等

の
社
会
儀
礼
的
な
寄
合
が
町
の
年

　
　
　

寄
衆
な
ど
の
有
力
者
の
屋
敷
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
町
運
営

の
た
め

の
年
寄
衆
の
み
の
寄
合
や
宴
会
も
有
力
者
の
屋
敷
で
行
わ
れ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
費
用
は
町
入
用
と
さ
れ
て
い
る
。

本
来

の
寄
合
は
、
寄
合
の
参
加
資
格
を
持

つ
家
持
で
あ
れ
ば
、
発

言
権
は
平
等
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
有
力
者

の
屋
敷

で
寄
合
を
行
う
と
、
参
会
者

の
発
言
に
遠
慮
が
生
じ
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
町
有
の
会
所
を
会
合
の
場
と
す
る
場
合
と
で

は
、
平

等
で
公
正
な
町
運
営
の
点
か
ら
、
差
違
が
な
い
と
は
い
え
な

い
。
会

所
で
行
う
寄
合
は
、
町
の
有
力
者

の
屋
敷
で
行
う
寄
合
に
比

べ
れ
ば
、
発
言
権
の
平
等
性
が
保
た
れ
、
公
正
な
運
営
が
可
能
で
あ

　　
　

り
、
近
世

の
町
の
平
等
論
理
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

町
々
で
の
寄
合
は
、
初
期
に
は
町
内
の
有
力
者

の
家
が
用
い
ら
れ
た

が
、
や
が
て
専
用
の
会
所
が
も
う
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

し
か
し
、
町
会
所
は
、
近
世
初
期
に
お
い
て
は
必
ず
し
も

一
般
的

な
も
の

で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
京
都

で
は
、
天
正
期
の
洛
中

検
地
以
後
、
延
宝
、
宝
永
、
享
保
、
明
和
期
の
五
度

に
わ
た
り

「
問

尺
改
」
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
作
成
さ
れ
た
各
町
の
史
料

か
ら
具
体
的
な
宅
地
割
が
復
元
さ
れ
、

こ
れ

に
よ
り
町
会
所
は

(1
)

天
正
期

(
一
五
七
三
-
九
二
)
に
は
い
ず
れ

の
町
に
も
存
在
し
て
い

な
い
、
(
2
)
延
宝
期

(
一
六
七
三
-
八

一
)

に
は
存
在
し
て
い
る

町
と
し
て
い
な
い
町
と
が
混
在
し
て
い
る
、

(3
)
宝
永
期

(
一
七

〇
四
1

=

)
以
降

に
は
広
汎
に
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が

　　
　

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
よ
り
、
鶏
鉾
町
や
冷
泉
町
は
他
の
町
に
先
駆
け
て
成
立
し

て
お
り
、
町
会
所
が

一
般
的

に
な
る
の
は
十
七
世
紀
中
期
以
降
の
よ

う
で
あ
る
。
鶏
鉾
町
や
冷
泉
町
の
よ
う
に
早

く
か
ら
町
会
所
が
成
立

す
る
に
は
、
町
衆

の
豊
か
な
経
済
的
蓄
積
と
、
町
の
自
治
が
確
立
し

て
い
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
そ
の
条
件
を
満
た
し
た
町
に
は
会
所

が
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

京
の
町
は
、
十
七
世
紀
初
頭
に
お
い
て
は
、
自
治
運
営
に
格
差
が

　
り
　

あ

っ
た
た
め
に
、
会
所
の
存
在
す
る
町
と
存
在
し
な
い
町
が
あ

っ
た
。

よ
っ
て
、
町
会
所
は
町
の
成
立
段
階
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、

一
般
的
に
は
町
の
均
質
化
が
整

っ
て
く
る
十
七
世
紀
中
期
以
降
に
成

立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
町

会
所
は
ど
の
よ
う
に
普
及
し
て
い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

町
を
末
端
組
織
に
取
り
込
も
う
と
す
る
、
都
市
支
配
政
策
の

一
環
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と
し
て
、
所
司
代
牧
野
佐
渡
守
親
成
が
明
暦
元
年

(
一
六
五
五
)
に

九
力
条

の
市
中
法
度
を
発
布
す
る
が
、
そ
の

一
つ
に
人
々
を
市
政
に

　ロ
　

協
力
さ
せ
よ
う
と
す
る

「
二
日
寄
合
」
の
規
定
が
あ

っ
た
。

一
二
日
触
之
事

右
毎
月
二
日
二
宿
老
町
中
共
無
慨
怠
寄
会
を
仕
、
諸
事
吟
味

致

へ
し
、
但
所
定
置
之
書
出
シ
在
之
儀
者
、
町
中

一
同

二
可

守
其
法
、
面
々
私

二
異
儀
申
族
、
政
道
之
妨
、
町
中
之
難
義
、

禁
す
ん
は
あ
る

へ
か
ら
す
、
且
又
寄
会
に
こ
と
を
よ
せ
遊
宴

二
長
し
、
当
分
之
要
用
を
相
妨
、
剰
後
日
之
申
分
出
来
之
族
、

甚
以
自
由
之
至
也
、
自
今
以
後
自
余
之
沙
汰
を
不
相
交
、

一

切

二
可
守
法
令
之
旨
者
也

こ
れ
は
京
都
市
中

の
自
治
の
面
で
先
進
的
な
町
々
の
慣
習
を
善
例
と

し
、
法

の
か
た
ち
で
市
中
全
域
に
そ
の
実
施
を
命
じ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
が
、

こ
れ
に
よ
り
借
屋
人
を
含
む
町
の
全
構
成
員
の
参
加
す

る
寄
合

が
定
期
的
に
開
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
恒
常
的
な
会
合
の
場

の
必
要
性
が
高
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
京
中
に
会
所
が
成
立
す
る

直
接
的
要
因
に
な

っ
た
と
い
え
る
。

　ロ
　

さ
ら

に
は
明
暦
二
年
の

「
京
都
町
之
年
寄
可
相
定
触
状
」

で
、

「最
前
令
触
知

こ
と
く
、
毎
月
二
日
於
会
所
諸
事
吟
味
可
致
」

と
あ

り
、
こ
れ
に
よ
り
、
会
所
と
い
う
建
物
、

つ
ま
り
寄
合
の
恒
常
施
設

が
普
及
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、

こ
の
明
暦
二
年
の
触
れ
に

よ

っ
て
各
町
に
適
材
の
年
寄
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
運
営
事
務

を
行
う
場
と
し
て
も
会
所
の
必
要
性
が
高
ま

っ
た
と
も
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

牧
野
親
成
の

「九
ヶ
条
」
以
後
、
会
所
に
関
す
る
法
令
は
享
保
七

年

(
一
七
二
二
)
と
八
年
に
出
さ
れ
て
い
る
。
享
保
七
年
に
は

「
む

し
ろ
五
枚
宛
、
町
々
会
所
家

二
致
用
意
可
差
置
廃
」
と
あ
り
、
会
所

を
消
火
道
具
を
設
置
す
る
場
と
し
て
い
る
。
享
保
八
年
に
は

「
町
々

木
戸
普
請
、
溝
普
請
、
会
所
修
復
等
之
類
、
年
寄
五
人
与
斗
之
申
合

二
而
申
付
問
敷
候
、
町
中

へ
も
相
談
之
上
相
極
普
請
可
致
候
」
と
あ

肱
"

こ
の
こ
ろ
に
は
会
所
が
広
く
普
及
し
、

一
般
的
な
も
の
に
な

っ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
十
七
世
紀
中
期
以
降
に
京
中
の
町
に
会
所
が
成
立

し
て
い

っ
た
の
は
、
明
暦
元
年
に
牧
野
親
成

に
よ

っ
て
発
布
さ
れ
た

二
日
触
の
影
響
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
と
い
え
る
。

し
か
し
、
鶏
鉾
町
や
冷
泉
町
を
は
じ
め
、

二
日
触
以
前
に
寄
合
と

町
会
所
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
よ
り
、
町
会
所
の
根
源
は
町
の
共
同

体
か
ら
の
必
要
性
に
よ

っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
町
々
で
成
立

し

つ
つ
あ

っ
た
町
会
所
を
都
市
支
配
の
拠
点

に
取
り
込
も
う
と
し
た

の
が
牧
野
の
政
策
の
ね
ら
い
で
あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
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う

か

。
二
、
町
会
所
の
設
立
事
情

会
所

の
設
立
事
由
と
し
て
、
(1
)
町
中
に
よ
る
買
得
、
(
2
)
寄

進

の
二

つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
町
中
に
よ
る
買
得

で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
家
屋
敷
売
買

は
個
人
相
互
の
契
約
だ
け
で
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
町
の
許
可
を

得

て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
西
上
之
町
の
宝
永
二
年

　め
　

(
一
七
〇
五
)
の
町
式
定

に
よ
る
と

一
家
之
売
買
誰
殿

二
而
も
御
肝
煎
可
有
候
、
直
段
相
対

二
而
相

極

リ
候

ハ
・
五
人
組
之
内
御

一
人
吹
挙
人
御
頼
被
成
、
其
時

町
中
寄
合
買
主
を
も
吟
味
仕
、
若
切
死
丹
こ
ろ
ひ
町
内

二
指

合
之
御
方
候

ハ
・
可
為
無
用
、
且
又
町
内

二
御
望
之
仁
御
座

候

ハ
・
、
町
中
談
合
之
上

二
而
相
極

メ
可
申
事

と
あ
り
、
売
買
は
町
中
で
徹
底
的
に
話
し
あ

っ
た
う
え
で
売
買
が
認

あ
ら
れ

て
い
た
。

ま
た
、
売
買
に
関
す
る
と
り
き
あ
に
は
、
三
条
衣
棚
町
の
正
徳
四

年

(
一
七

一
四
)
の
町
之
式
目
で

「家
を
売
候
共
、
従
昔
之
売
券
之

　め
　

屋
敷
を
切

て
他
町

へ
不
可
付
之
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
町
内
の
家
屋

敷
は
町
の
重
要
な
構
成
領
域
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
他
町
へ
屋

敷
地
や
地
尻
な
ど
を
切
り
売
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
と
り
き
あ

が
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
適
切
な
買
い
手

の
い
な
か

っ
た
家
屋
敷
に

つ

い
て
は
、
町
中
が
負
担
し
て
共
同
で
買
得
し
、
町
中
持
家
と
し
て
管

理
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
そ
の
町
中
持
家
が
会
所
と
し
て
用
い

ら
れ
る
場
合
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

芝
大
宮
町
で
は
、
宝
暦
十
三
年

(
一
七
六
三
)

に
菱
屋
善
太
郎
よ

り
銀
三
貫
目
で
買
い
と

っ
た
町
中
持
家

の
ニ
ヵ
所
が
、
明
和
四
年

(
一
七
六
七
)
)
に
は
合
併
さ
れ
、
後

に
会
所
家
と
し
て
利
用
さ
れ
て

　ロ
　

い

る

。

家
屋
敷
之
事

壱
ヶ
所

弐
軒
役

南
之
方
壱
ヶ
所

表
口

弐
間
壱
尺
壱
寸

裏
行

拾
三
間
四
尺

北
之
方
壱
ヶ
所

表
口

弐
間
壱
尺
六
寸

裏
行

拾
三
間
四
尺

但
、
右
間
尺
之
内
、

大
宮
通
芝
大
宮
町
東
側

南
隣

町
中
持
家

北
隣

角
屋
治
左
衛
門

地
尻

二
而
丑
寅
之
方

二
而
、
東
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西
四
間
弐
尺
五
寸
、
南
北
五
尺
六
寸
五
分
之
欠
地
在

之
。

土
蔵
壱

ヶ
所

右
屋
敷
は
、
先
年
弐
ケ
所

二
而
、
五
年
以
前
未
年
、
菱
屋
善
太

郎

よ
り
代
銀
三
貫
目

二
買
請
、
其
後
壱

ヶ
所

二
仕
、
町
中
所
持

相
違
無
御
座
候
。
(後
略
)

足
袋
屋
町
で
は

「
町
会
所
家
屋
敷
之
儀
、
寛
延
三
年
町
内
若
狭
屋

お
せ
う
殿
家
屋
敷
買
得
之
節
、
夫
迄
之
会
所
不
勝
手

二
付
、
町
中
相

談
之
上
家
代
増
銀
、
壱
軒
役

二
付
銀
百
目
宛
取
集
買
得
仕
髄
。
」
と

あ
り
、

こ
れ
ま
で
の
会
所
に
不
都
合
が
あ

っ
た
た
め
、
金
を
出
し
あ

っ

て
、
寛
延
三
年

(
一
七
五
〇
)
に
新
た
に
便
宜

の
良

い
家
を
会
所
と

し
た
。

そ
し
て
、
明
和
四
年
の
段
階
で
は
、
慶
長
十
三
年

(
一
六
〇

八
)
以
来
、
町
中
で
所
持
し
て
い
た
北
側
東
端

の
家
屋
敷
が
町
会
所

　ド
　

に
な

っ
て
お
り
、
さ
ら
に
会
所
家
が
移
動
し
て
い
る
。

六
角
町
で
は
、
延
享
二
年

(
一
七
四
五
)

に
、
そ
れ
ま
で
使

っ
て

い
た
南
会
所
に
は
土
蔵
が
な
く
て
困

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
町
の
東
側

北
の
門
際
に
あ
る
、
土
蔵
を
持

っ
た
町
屋
敷
が
売
り
に
出
さ
れ
て
い

　の
　

た
の
を
町
中
で
買
い
取
り
、
新
し
い
会
所
と
し
て
い
る
。

一
東
側
松
屋
庄
九
郎
家
屋
敷

代
銀
八
貫
目

右
東
側
北
之
門
際
松
屋
庄
九
郎
殿
家
屋
敷
御
売
払

二
付
町
中

相
談
之
上

二
而
買
求
候
儀
者
、
先
年
よ
り
壱
人
衆
町
会
所

二

土
蔵
無
之
事
歎
キ
罷
在
候
所
、
右
屋
敷

二
拾
弐
畳
舗
之
能
土

蔵
有
之

二
付
而
南
会
所
屋
敷
銀
六
貫
目

二
鱗
形
屋
彦
兵
衛
殿

二
売
渡
申
候
、
然
者
差
引
弐
貫
目
之
増
銀
也
、
其
上
普
請
致

建
立
候
庭
凡
四
貫
目
余
入
用
在
之
向
後
会
所

二
相
定
申
候
、

然
ル
庭
不
思
儀
成
哉
明
暦
年
中
巳
前
者
此
度
之
屋
敷
元
来
会

所
地
入
辺
候

(後
略
)

こ
の
よ
う
な
例
は
他
の
町
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
買
得

に
よ
る

会
所
の
設
立
は
、
最
も

一
般
的
な
設
立
方
法

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
会
所
は
買
得
さ
れ
て
設
立
さ
れ
て
い
る
が
、
買
い
手

が
現
れ
る
と
売
却
さ
れ
て
い
る
。
天
保
四
年

(
一
八
三
三
)

の

『鍵

屋
町
文
書
』
に
は

一
会
所
家
壱
ケ
所

但
し
壱
軒
役

家
代
銀
八
貫
目

二
近
江
屋
松
二
郎
殿
え
売
渡
し
申
候
事
、
謹

文
年
寄
茂
兵
衛
殿

二
候
事
。

　れ
　

と
あ
り
、

こ
れ
ま
で
会
所
家
と
し
て
用
い
て
い
た
屋
敷
を
銀
八
貫
目

で
売
却
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
町
会
所
は
共

同
施
設

で
あ

っ
た
が
、
町
の
事
情
に
よ
っ
て
売
買
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
永
久

に

一
定
の
位
置
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
る
。

会
所

の
二

つ
目
の
設
立
方
法
と
し
て
寄
進
が
あ
げ
ら
れ
る
。
享
和
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元
年

(
一
八
〇

一
)
の

『
芝
薬
師
町
文
書
』
に
お
い
て
次

の
よ
う
に

　　
　

記
さ
れ
て
い
る
。

一
当
町
住
人
紋
屋
金
七
殿
、
類
焼
後
死
去
被
致
、
後
家
い
そ
殿

所
持
之
地
面
弐
ケ
所
有
之
。
実
子
無
之

二
付
、
西
之
方
は
弟

子
庄
助

へ
譲
り
渡
し
、
東
之
方
壱
ケ
所
を
町
中
様

へ
御
譲
り

受
被
下
候

ハ
・
有
難
奉
存
候
。
(中
略
)

町
中
寄
合
相
談
、

承
知
之
上
、
下
地
之
会
所
家
を
売
払
、
右
金
七
後
家
よ
り
被

出
候
地
面

へ
会
所
家
を
建
、
町
会
所
と
定
候
。
然
ル
上
は
、

金
七
井
い
そ
右
両
人
共
、
年
廻
等
相
当
り
候
節
は
、
町
中
打

寄
百
万
遍
を
申
、
廻
向
致
可
遣
候
事
。
(後
略
)

今
ま
で
使

っ
て
い
た
会
所
家
を
売
り
払

い
、
寄
進
さ
れ
た
土
地
に
会

所
家
を
建
て
た
後
、
町
で
は
寄
付
者

の
年
忌
を
続
け
る
と
い
う
。
し

か
し
、

寄
進
は
町
内
の
構
成
員
の
た
ま
た
ま
の
益
呈
思
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
会
所
の
設
立
方
法
と
し
て
は

一
般
的
な
も
の
で
は
な
く
、
特

別
な
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
、
(
1
)
町
中
に
よ
る
買
得
、
(
2
)
寄
進

の
二

つ
が
町
会
所

の
設
立
事
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
会
所
設
立

の
来
歴

が
示
す

よ
う
に
、
町
会
所
は
そ
の
町
内
の
適
当
な
町
屋
が
用
い
ら
れ

て
お
り
、
特
殊
な
構
造
を
持

っ
た
施
設
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。

町
会
所
は

一
般
の
町
屋
と
同
様
に
売
買
さ
れ
て
い
る
が
、
売
却
後
、

何
年
か
の
間
、
会
所
家
が
存
在
し
な
い
町
も
あ

っ
た
。
で
は
、
会
所

の
な
い
間
は
町
の
運
営
は
ど
う
な

っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

清
和
院
町
で
は
、
寛
永

一
六
年

(
一
六
三
九
)
の
定
法
度
に

「
会

所
無
之
内

ハ
、
其
時
之
行
事

二
て
寄
合
、
茶
之
外

ハ
菓
子
も
出
不
申

事
」
と
あ
り
、
会
所
と
い
う
施
設
が
な
く
て
も
寄
合
が
行
わ
れ
、
町

　の
　

の
運
営
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
町
内
に
会
所

が
無

い
場
合
は
、
町
内
の
者
の
家
屋
敷
が
そ

の
都
度
用
い
ら
れ
て
い

る
。
宝
永
二
年

(
一
七
〇
五
)
の
上
ノ
町
の
町
式
定
で
、
町
内

に
会

　　
　

所
が
な
い
た
め
に
町
内
の
了
因
坊
が
寄
合
の
場
と
さ
れ
て
い
る
。

一
了
因
坊
え
町
役
之
ゆ
る
し

番
等
之
類
、
行
事
、

庄
屋
き
う
、
ふ
せ
ん
、
年
寄
き
う
、

と
て
の
か
き
、

五
人
組
、
竹

の
子
は
ん
、

火
事
役
、
川
普
請
、

年
頭
銭
、
す
て
子
、
八
朔
銭
、
公
儀
行
、
御
旅
所
そ
う
し

右

ハ
、
町
内

二
会
所
無
之
候

二
付
、
寄
合
場
仕
候
故
、
ゆ
る
し

置
所
也
。
(後
略
)

会
所
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
了
因
坊

で
は
、
こ
れ
だ
け
の
町

役
の
免
除
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
会
所

の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
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る
こ
と
が
、
当
該
屋
敷
に
と

っ
て
は
い
か
に
負
担
が
大
迷
惑
で
あ

っ

た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
会
所
家
が
な
く
て
も
町
内
の
者

の
家
を
用
い
て
寄
合
を
行
う
こ
と
は
可
能

で
あ
る
が
、
町
の
運
営
に

個
人

の
家
を
用
い
る
と
、
公
正
さ
と
平
等
性

に
欠
け
る
恐
れ
が
あ
る

の
で
、

人
々
は
会
所
を
恒
常
的
に
維
持
し
よ
う
と
努
あ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

人
々
は
、
新
た
な
経
済
的
負
担
に
な
る
こ
と
が
あ

っ
た
と
し
て
も

会
所
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
か
な
り
の
苦
心
を
し
な
が
ら
も

会
所
普
請
、

つ
ま
り
会
所
の
造
営
費
を
調
達
し
て
い
る
。
長
刀
鉾
町

で
は
、
明
和
五
年

(
一
七
六
八
)
に
町
会
所
の
修
理
の
た
め
の
講
が

　あ
　

結
成
さ
れ
、
契
約
を
申
し
合
わ
せ
て
い
る
。

一
当
町
会
所
及
破
損
候
処
、
普
請
諸
入
用
等
出
方
無
之
、
就
夫
、

此
度
町
中
銘
々
相
談
之
上
、
軒
役

二
不
相
拘
、
月
次

二
致
集

銭
、
即
札
数
高
弍
百
弐
拾
枚
左
之
通

二
為
割
合
、
壱
枚

二
付

銭
廿
四
銅
宛
、
凡
五
ケ
年
之
間
取
集
之
、
毎
月
諸
入
用
方

へ

相
渡
可
申
候
。
尤
返
済
之
儀
は
、
此
以
後
例
年
之
神
事
井
町

諸
入
用
等
随
分
致
倹
約
、
年
々
納
り
銀
を
以
二
季
勘
定
之
節

札
数

二
為
割
合
、
急
度
致
配
分
相
渡
し
可
申
事
。

こ
の
よ
う
に
長
刀
鉾
町
で
は
、
修
理
費
用
と
し
て
札
を
配
分
し
、
札

数
に
応

じ
た
出
銭
を
集
め
て
、
完
成
後
は
出
資
金
を
返
済
し
て
い
る
。

町
の
経
済
状
態

の
許
す
か
ぎ
り
は
会
所
を
恒
常
的
に
維
持
し
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
よ
り
、
会
所
と
い
う
の
は
、
買
い
手

が
現
れ
る
と
売
却
さ
れ
、

そ
の
時

に
代
わ
り
の
適
当
な
町
中
持
家
が
見

つ
か
ら
な
け
れ
ば
、
町

に
は
会
所

の
な
い
時
期
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
間
は
町

の
運
営
は
行
わ
れ
て
い
て
も
、
町
政
事
務

の
遂
行
上
か
ら
も
望
ま
し

い
状
態
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
会
所
は
各
町
の
事

情

に
よ

っ
て
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
は
常

に
京
中
の

全
て
の
町
に
会
所
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。

三
、
会
所
家
の
構
造
と
実
態

一
般
の
町
屋
が
町
会
所
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
の
が
通
例
で
あ

る
。
し
か
し
、
町
内
の
人
々
が
集
ま
り
、
共
有
施
設
と
し
て
利
用
さ

れ
る
町
会
所

に
は
、
そ
の
機
能
に
適
す
る
望
ま
し
い
町
屋
と
い
う
も

の
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
町
会
所
に
用
い
ら
れ
た
町

屋
と
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
構
造
を
持

っ
て
い
た
の
か
を
考
え
た
い

と
思
う
。

京

の
町
人
の
住
居
に
つ
い
て
は

『守
貞
漫
稿
』
に
よ
っ
て
見
る
こ

　　
　

と
が
で
き
る
。
京
の
町
屋
の
古
く
か
ら
の
基
本
は
、
通
り
に
面
し
て

i・・



表
に

「
見
世
」
が
あ
り
、
そ
の
奥
に

「
中
之
間
」、
「座
敷
」
が

つ
づ

く
。
「
見
世
」
は
商
い
に
、
「
中
之
間
」
は
生
活
の
場
と
し
て
用
い
ら

れ
た
。

こ
れ
ら
の
片
側
は

「
通
り
庭
」
に
な

っ
て
お
り
、

「
見
世
」

に
な
ら

ぶ
部
分
が

「
見
世
庭
」

で
、
中
戸
を
く
ぐ
る
と

「内
庭
」
に

い
た
る
。
「中
之
間
」
の
横
に
あ
た
る

「内
庭
」

は
、
炊
事
を
行
う

場
で
、
井
戸

・
大
竃
を
中
心
に
し
て
、
片
隅
に
は
小
さ
な
竃
が
置
か

れ
て
い
る
。

次
に
町
会
所
の
構
造
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
冷
泉
町
で
は
、
宝
暦

　　
　

六
年

(
一
七
五
六
)
の

「冷
泉
町
西
側
会
所
屋
敷
絵
図
」
と
寛
政
五

　　
　

年

(
一
七
九
三
)
の

「会
所
家
普
請

一
件
文
書
」
に
会
所
屋
敷

の
絵

図
が
あ
る
が
、
両
方
と
も
中
戸
の
形
態
を
と

っ
て
お
り
、

一
般

の
町

屋
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

山
鉾

町
の
町
会
所
は
、
祇
園
祭
の
運
営
上
、
特
殊
な
形
式
を
持

っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
川
上
貢
氏

・
谷
直
樹
氏
に
よ
れ
ば
、
山
鉾
町

の
町
会
所
は
、
表
通
り
に
面
し
て
町
有
借
屋
が
建
ち
、
裏
に
平
屋
の

会
所
家

と
土
蔵
が
配
さ
れ
る
形
式
の

コ
畏
別
棟
会
所
型
」
と
、
表
通

り
に
面

し
て
二
階
建
の
会
所
家
が
建
ち
、
奥
に
土
蔵
が
建

つ
形
式
の

「表
二
階
会
所
型
」
の
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
、
会
所
家
は

　　
　

一
般
の
町
屋
と
同
じ
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
町
会
所

の
建
築
構
造
は

一
般
の
町
屋
と
ほ
と
ん
ど
変

わ
ら
な
い
よ
う
で
あ

っ
た
が
、
会
所
家
と
し

て
望
ま
し
い
条
件
と
し

て
は
、
寄
合
を
行
う
た
め
の
広
い
座
敷
が
あ

り
、
座
敷
は
離
れ
座
敷

が
ベ
タ
ー
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
山
鉾
町

で
あ
る
六
角
町
の

「
六

　　
　

角
町
会
所
図
]
に
よ
れ
ば
、
廊
下
を
使
え
ば
他
の
部
屋
を
通
ら
ず
に

「表

の
間
」
か
ら
直
接
、
離
れ
座
敷

に
行
く

こ
と
が

で
き
、
ま
た
、

土
蔵
と

つ
な
が

っ
て
い
る
二
階
に
は
七
畳
と
十
五
畳
の
続
き
座
敷
を

持

っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
寄
合
の
時
に
は
用

い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。二

つ
目
に
望
ま
し
い
条
件
と
し
て
、
土
蔵
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
会
所
を
新
し
く
設
置
す
る
際

に
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

そ
れ
ま
で
の
会
所
に
土
蔵
が
な
く
勝
手
が
悪

い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る

例
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
和
七
年

(
一
七
七
〇
)

に
山
田
町
で

「
右
は
当
町
会
所

二
土
蔵
無
之

候
故
御
神
輿
井
家
具
類

　ね
　

家
並

二
土
蔵
有
之
候
方
え
壱
年
切

二
預
ケ
申
候
」
と
あ
り
、
会
所
は

町
内

の
共
有
物
を
保
管
す
る
役
割
を
持

っ
て
い
る
。
よ

っ
て
、
会
所

　　
　

に
必
要
な
も
の
と
し
て
火
事
の
時
の
梯
子
や
祭
り
の
時
の
資
材
を
保

管
す
る
た
め
の
土
蔵
も
条
件
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
よ
り
、
町
中
持
家

の
中

で
、
条
件
に
よ
り
適
合
し
た
町
屋
が

町
会
所
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
分
か

っ
た
が
、
こ
れ
は
会
所
が

町
の
成
立
と
同
時
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
町
の
事
情
に
応
じ
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て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
都
市
空
間
の
中

で
自
分
達

の
町
に
会

所
を
持

つ
た
あ
の
手
段
で
あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、

一
般
の
町
屋
と
同
じ
よ
う
な
建
築
構
造

で
あ

っ
た

会
所

で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
人
の
居
住
が
可
能

で
あ
り
、
会
所
は
人

が
居
住
す
る
共
同
施
設
で
も
あ

っ
た
。

京
都

の
町
会
所
に
は

「
会
所
用
人
」
が
居
住
し
て
い
た
。
用
人
と

は
、
町
用
を
行
い
、
町
か
ら
給
銀
を
受
け
と

っ
て
生
活
し
て
い
た
町

に
抱
え
ら
れ
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。
会
所
用
人
は
、
家
族
ま
た
は
単

　　
　

身

で
町

の
会
所
に
居
住
し
、
町
用
を
行

っ
た
。
会
所
用
人
の
主
な
仕

事
は
町

の
雑
用
事
務
と
髪
結
で
あ

っ
た
。
髪
結
に
つ
い
て
は
後
で
触

れ
る
が
、

そ
の
勤
め
方

に
つ
い
て
は
、
冷
泉
町
の
町
中
定
に
見
る
こ

　　
　

と
が
で
き
る
。
(
1
)
町
年
寄
の
指
揮

で
、
奉
行
所
か
ら
の
触
れ
や

町
組
か
ら

の
相
談
事
等
に
つ
い
て
の
伝
達
を
町
中

に
行
う
。

(
2
)

年
寄

の
指

示
を
受
け
、
年
寄
の
補
佐
役
で
あ
る
行
事
や
寄
合
の
茶
番
、

自
身
番

の
順
番
な
ど
の
均
等
な
振
り
分
け
を
行
う
。

(
3
)
番
人
の

指
揮
。
以
上

の
三
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
勤
あ
方
は
ほ
ぼ
ど
の
町
に
も

共
通
し
、

と
り
わ
け
山
鉾
町
で
は
、
会
所
や
蔵
な
ど
に
置
か
れ
た
町

内
の
御
神
体
や
、
山
鉾
の
資
材
等
を
火
災
か
ら
守
る
よ
う
に
義
務
づ

　　
　

け

ら

れ

て

い

た
。

用
人
が
会
所
に
居
住
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
利
点
と
し
て
は
、
町

政
事
務
が
行
い
や
す
い
点
と
、
会
所
に
は
町

の
運
営
に
関
す
る
書
類

や
町
の
共
有
物
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
管
理
を
は
じ
め
、

盗
難
や
火
災
等
か
ら
町
の
財
産
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
点

で
あ
る
。

会
所
に
は
用
人
が
居
住
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
ま
た
、
借
屋
人

が
居
住
す
る
場
合
も
あ

っ
た
。
冷
泉
町
の

「
越
後
屋
甚
兵
衛
借
屋
借

　　
　

り
請

一
件
文
書
」
に
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

冷
泉
町
西
側
会
所
屋
舗
絵
図
定
証
文
之
事

右
絵
図
之
通
、
当
町
会
所
家
屋
敷
当
子
年
よ
り
来
ル
未
年
迄
八

ケ
年
限
借
用
申
所
実
正
也
、
則
御
請
状
井
寺
請
状
共
御
町
江
差

出
申
候
、
御
法
之
通
相
背
申
間
舗
候
、
家
賃
壱
ケ
年
壱
貫
目
宛

之
定
、
毎
六
月
極
月
両
度

二
相
渡
可
申
候
、
下
地
建
物
之
奥

二

此
方
よ
り
勝
手
を
建
添
住
居
仕
候
、
下
地
建
物
修
理
等
此
方
よ

り
可
仕
候
、
為
後
日
依
而
如
件

宝
暦
六
年

借
り
主

越
後
屋
甚
兵
衛

(印
)

子
正
月

会
所

に
家
賃
が
払
わ
れ
、
借
屋
と
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
共
有
施

設
を
借
屋
と
し
て
も
良
い
の
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
町
中
で
買

得
し
た
家
屋
敷
を
借
屋
に
し
て
お
く
方
が
町

の
財
産
を
有
効
に
活
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
町
に
会
所
の
家
賃
が
納
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あ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
家
賃
が
納
め
ら
れ
れ
ば
町
費
が
潤

う
し
、

買
得
で
設
立
し
た
会
所
で
あ
れ
ば
、
そ
の
費
用
に
あ
て
る
こ

と
が
で
き
、
非
常
に
有
効
で
あ
る
。

以
上

が
会
所
の
居
住
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
も
し
、
会
所
に
人

が
居
住

し
て
い
な
け
れ
ば
、
寄
合
や
行
事
が
な
い
時
は
会
所
は
空
家

に
な
る
。
し
か
し
、
居
住
者
が
い
れ
ば
会
所
家
の
維
持
管
理
に
人
を

雇
わ
な
く
て
も
よ
い
の
で
合
理
的
で
あ
る
。
会
所
と
い
う
町
の
共
有

施
設
に
人
が
居
住
す
る
こ
と
は
、
労
働
的
に
も
金
銭
的
に
も
メ
リ

ッ

ト
が
生

ま
れ
て
お
り
、
町
の
財
産
で
あ
る
会
所
を
合
理
的
か

つ
有
効

に
利
用
し
て
い
る
と
い
え
る
。

四
、
寄
合
に
お
け
る
町
会
所

町
会
所
の
成
立

に
深
い
関
わ
り
が
あ

っ
た
寄
合
で
あ
る
が
、
寄
合

を
見
る
こ
と
で
様
々
な
会
所
の
機
能
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
寄
合

は
、
各
町
の
町
規
則
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て

い
た
の
か
を
規
定

に
よ
り
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

寄
合

の
参
加
は
町
内
の
家
持
層
の
み
に
限
ら
れ
、
借
屋
人
は
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
六
角
町
の
町
式
目
に
は

「借
屋
衆
中

江
町
衆
振
廻

二
参
候
事
、
可
致
無
用
鶉
」
と
あ
り
、
家
持
と
借
屋
人

は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
、
移
動
性
の
強

い
借
屋
層
は
町
の
自
治
運

営
に
参
加
で
き
な
か

っ
た
場
合
が
多
い
。

ま
た
、
寄
合
の
参
加
資
格
は
、
家
持
で
家
督
を
請
け
て
い
た
と
し

　　
　

て
も

、

元

服

以

上

で
な

け

れ
ば

参

加

で
き

ず

、

家

守

も

参

加

で
き

な

・

つ
(鯉
。

⊥刀

ナ
ハ

寄
合
の
際
の
席
順
に
つ
い
て
は
、
「座
席
之
儀
は
、
当
役
順
番
、

　れ
　

老
若

二
不
限
町
入

二
可
順
事
」
や

「座
並
は
、
町
入
早
キ
も
の
、
段
々

上
座
た
る

へ
く
候
。
他
町

二
住
居
之
人

二
は
、
座
席
中
央
よ
り
下
も

　
れ
　

座
た
る

へ
く
事
」
と
あ
り
、
町
に
長
く
居
住
し
て
い
る
者
の
権
限
が

強

い
こ
と
が
分
か
り
、
こ
こ
に
町
の
先
住
者
上
位
秩
序
的
性
格
が
表

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
寄
合
之
義
、
古
新

に
不
構
存
知
寄
、
無
遠

　れ
　

慮
可
申
出
候
」
と
あ
り
、
話
し
合
い
に
お

い
て
は
、
新
古

に
よ
ら
ず

意
見
を
か
わ
す
民
主
的
な
話
し
合
い
や
決
定
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う

で
、

こ
こ
に
庶
民
の
自
治
の
精
神
が
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
寄
合

へ
の
参
加
義
務
は
徹
底

し
て
お
り
、
欠
席
す
る
場

合
は
、
事
前
に
年
寄

へ
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
町
に

よ

っ
て
は

「
寄
会

二
不
参
之
方
、
帳
面

二
記
置
、
巡
札
五
日
替
り
、

　ゆ
　

二
人
之
行
事
之
外
、
臨
時
行
事
之
補
役
可
相

勤
候
事
」
と
欠
席

の
旨

を
帳
面

に
記
さ
れ
、
町
の
仕
事
を
課
せ
ら
れ
た
り
、
罰
金
を
支
払
う

　ゆ
　

町
も
あ

っ
た
。
参
加
の
徹
底
に
は
、
「於
会
所
談
合
之
刻
不
罷
出
、
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　ゆ
　

以
来
何
か
と
申
候
共
、
承
引
有
間
敷
事
」
と
い
う
、
後
刻
に
な

っ
て
、

決
定
に
不
服
と
し
て
も
受
け

つ
け
な
い
と
す
る
、
寄
合
の
直
接
代
議

制
の
性
格
に
よ
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
以
上
が
、
規
定
か
ら
見
た
寄

合
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
次
に
寄
合
の
種
類
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と

に
す
る
。

寄
合

は
、
定
例
の
も
の
と
臨
時
の
も
の
が
あ
り
、
定
例
の
寄
合
に

は

(
1
)
初
寄
、
(
2
)
勘
定
寄
合
、
(3
)
二
日
寄
合
、

の
三

つ
が

あ
げ
ら
れ
る
。

初
寄

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
初
寄
と
は
、
「
初
寄
合
町
汁
」
と
も

よ
ば
れ
、
町
内
の
年
頭
礼
で
あ

っ
た
。
寄
合

で
は
話
し
合

い
だ
け
で

な
く
、

各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
の
膳
を
持
ち
寄
り
、
饗
宴
を
行

っ
た
こ
と

か
ら

「
町
汁
」
と
も
よ
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

貞
享

二
年

(
一
六
八
五
)
に
出
版
さ
れ
、
京
都

の
年
中
行
事
を
網

羅
し
た

『
日
次
記
事
』
に
は
、
正
月
の
十
日
の
項

に

「
十
日
汁
」
と

し
て

「
洛
下
奮
俗
今
朝
毎

一
町
各
自
携
膳
食
干
會
所
此
月
頭
人
設

一

　　
　

汁
是
稻
汁
會
喫
畢
後
讃
法
令
教
町
中
男
女
守
此
式
五
月
九
月
同
然
」

と
あ
り
、
持
ち
よ

っ
た
膳

で
食
事
を
し
た
後

に
、
法
令
を
読
み
上
げ

て
い
る
。

西
亀
屋
町
で
は
、
出
席
者
は
袷
羽
織
、
袴
、
扇
子
、
脇
さ
し
と
い

う
正
装

で
出
席
し
、
食
事
は
酒

の
他

に
魚
な
ど
も
並
び
、
か
な
り
の

　ゲ
　

ご
馳
走
が
出
さ
れ
て
お
り
、
初
寄
は
新
年
宴
会
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
初
寄
は
儀
礼
的
性
質
を
も

っ
て
お
り
、
人
々

に
と

っ
て
特
別
な
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
よ

っ
て
、
会
所
は
儀

礼
を
行
う
と
共
に
親
睦
を
深
め
る
場

で
あ
る
と
い
え
る
。

次

に
勘
定
寄
合
で
あ
る
が
、
勘
定
寄
合

で
は
会
計
簿
の
監
査
、
決

算

の
認
定
、
経
費
賦
課
の
決
定
な
ど
を
行

っ
た
。
通
常
七
月
と
十
二

月
の
二
期
に
分
け
て
開
か
れ
て
い
た
の
で

「
二
季
寄
合
」
と
よ
ば
れ

馨ナ
下
柳
原
南
半
町
の
寛
政
八
年

(
一
七
九
六
)

の
定

で
は

「
二
季
算

用
寄
合
之
節
、
年
寄
手
控
持
出
、
町
中
立

会
勘
定
可
致
候
。
若
、
不

　　
　

算
用

二
候

ハ
、
年
寄
方
よ
り
勘
定
相
立
可
申
候
事
。
」
と
あ
り
、

町

中
の
立
ち
会
い
の
も
と
で
勘
定
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
よ
り
、
町
内

の
役
職
者
達
の
町
費
の
不
正
使
用
を
摘
発
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

町
の
金
を
公
正
に
使
用
す
る
こ
と
で
、
よ
り
良
い
町
運
営
を
目
指
し
、

平
等
を
保
と
う
と
し
て
い
る
。

よ

っ
て
、
町
会
所
は

「公
正
」、
「平
等
」
な
町
の
自
治
運
営
を
行

う
場
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
二
日
寄
合
で
あ
る
が
、
二
日
寄
合
は
毎
月
二
日
に
行
わ

れ
る
寄
合

で
、
所
司
代
牧
野
親
成
が
明
暦
元
年

(
一
六
五
五
)
に
発

布
し
た

「
九
ヶ
条
」
の

一
つ
、
「
二
日
触
之
事
」

に
よ
る
も
の
で
あ
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る
。
『
日
次
紀
事
』
に
は

「
二
日
寄
會
」
と
し
て

「毎
月
洛
中
毎

一

　
の
　

町
聚
會
所
讃
天
下
之
法
令
是
構
二
日
寄
會
」
と
あ
り
、
同
書
が
成
立

し
た
十
七
世
紀
後
半
に
は
、
ど
の
町
に
お
い
て
も

一
般
的
に
行
わ
れ

て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
寄
合
は
、
は
じ
め
に
年
寄
が
板
倉
周
防
守

重
宗
の
廿

一
力
条
及
び
牧
野
の
九
力
条
を
町
内
の
居
住
者

一
同
に
読

み
聞
か
せ
、

一
同
は
法
令
の
遵
守
を
誓
い
、

一
人

一
人
が
押
印
し
た
。

蛸
薬
師
町
の
享
保
八
年

(
一
七
二
三
)

の
法
式

で
は
次
の
よ
う
に

　み
　

記
さ
れ

て
い
る
。

一
毎
月
二
日
於
会
所
寄
会
無
解
怠
相
勤
、
家
持
井
借
屋
迄
之
判

形
を
取
置
候
事
、
且
又
此
節
町
之
門
普
請
、
溝
普
請
、
会
所

修
覆
等
之
類
す

へ
て
町
内
用
事
遂
相
談
可
坪
明
事
也
、
第

一

町
火
消
之
組
合
重
々
可
申
渡
事
、
右
之
外
町
之
掃
除
井
道
筋

之
悪
敷
所
其
家
々
之
前
を
念
入
直
シ
被
申
候
様

二
申
渡
候
事
、

此
節
病
気
又
は
隙
入

二
而
寄
会
え
不
出
輩
は
年
寄
方
え
断
可

申
遣
事

二
候

木
戸
、
溝
、
会
所
、
道
筋

の
共
同
施
設
の
管
理
に
は
町
内
全
体
で
あ

た
る
事

や
、
火
消
し
や
町
の
掃
除

に
つ
い
て
ま
で
も
相
談
さ
れ
て
い

る
。
寄
合
が
上
意
下
達
の
場
だ
け
で
な
く
、
町
の
共
同
体
の
自
治
の

相
談
の
場
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
寄
合
は
通
常
、
家
持
し
か
参
加
出
来

な
い
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
二
日
寄
合

に
は
、
町
内
の
家
持
、
借
屋

人
が
残
ら
ず
参
加
し
て
会
議
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
町
の
正
式

な
構
成
員
と
認
め
ら
れ
て
い
な
い
借
屋
人
の
参
加
に
は
、
支
配
者
と

町
の
双
方
に
メ
リ

ッ
ト
が
あ

っ
た
た
め
、
成

り
立

っ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
支
配
者
側
と
し
て
は
、
町

の
人
口
の
多
く
を
占
め

る
借
屋
層
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
で
法
令
を
徹
底
さ
せ
、
人
々
を
市
政

に
協
力
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
町
と
し
て
は
、
寄
合
に
出
席
す
る

こ
と
で
借
屋
層
に
も
町
の

一
員
と
し
て
の
自
覚
が
生
ま
れ
る
た
め
、

団
結
力
が
強
ま
り
、
町
の
運
営
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ

ら
に
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
町
内
で
犯
罪
者
が
出
た
場
合
、
町

内
に
連
帯
責
任
の
厳
罰
が
下
さ
れ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
の
未
然

の
摘
発
を
行
う
た
め
、
定
期
的
に
町
の
構
成
員
が
顔
を
合
わ
せ
る
事

で
お
互
い
に
監
視
し
あ
い
、
異
変
を
早
く
に
察
知
し
て
犯
罪
者
を
出

さ
な
い
よ
う
に
注
意
を
払
う
事
が
必
要
で
あ

っ
た
。
借
屋
人
は
家
持

に
比

べ
て
移
動
が
容
易
で
あ
り
、
町
に
対
す
る
責
任
も
軽
い
た
め
、

町
内
の
平
和
を
乱
す
行
動
を
と
る
可
能
性
が
高
い
と
も
判
断
さ
れ
、

町
は
彼
ら
に
対
し
て
警
戒
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。
よ
っ

て
借
屋
層
ま
で
が
顔
を
合
わ
せ
る
場
は
、
町
に
と

っ
て
大
変
重
要
で

あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
臨
時
の
寄
合

に

つ
い
て
述

べ
る
こ
と
に
す
る
。
天
保
九
年
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(
一
八
三
八
)
の

『函
谷
鉾
町
文
書
』

に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

華

一
町
中
寄
合
之
席
は
、
兼
而
申
合
候
通
茶
計
、
可
為
禁
酒
義
は

勿
論
之
事

二
候
。
殊

二
此
度
御
鉾
再
建

二
付
而
は
毎
々
寄
合

候
事
な
れ
は
、
時
刻
相
触
候

ハ
・
正
刻

二
無
間
違
来
集
可
致

候
。
相
互

二
夫
々
商
体
を
抱
罷
在
義

二
候
故
、
長
席

二
不
相

成
様
直
様
要
用
相
勤
、
不
益
之
雑
談
致
間
敷
、
用
談
相
済
候

ハ
ハ
早
々
退
散
可
致
候
。
互

二
売
用

二
差
支
不
申
様
、
常
々

心
掛
ケ
可
申
候
。

こ
れ
は
、

函
谷
鉾
町
の
鉾
が
天
明
大
火
で
焼
失
し
、
そ
の
再
興
を
は

か
る
た
め
に
行
わ
れ
た
寄
合
に
つ
い
て
で
あ
る
。
各
町
々
で
は
、

こ

の
よ
う

に
町
内
で
持
ち
上
が

っ
た
様
々
な
問
題
を
討
議
し
、
か

つ
そ

の
結
論

を
得
る
た
あ
に
、
臨
時
に
寄
合
が
も
た
れ
て
い
る
。
臨
時
と

い
っ
て
も
、
定
例
の
寄
合
よ
り
も
問
題
が
起
き
れ
ば
開
か
れ
る
臨
時

の
寄
合

の
方
が
、
実
質
的
な
町
政
を
行
い
、
重
要
だ

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
町
内
に
問
題
が
起
こ
れ
ば
集
合
し
て
話
し

合

い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
緊
急
を
要
す
る
も
の
や
回
を
重
ね
て

話
し
合

わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
も
あ
り
、
い
つ
で
も
寄
合
が
で
き
る

場
が
必
要

に
な

っ
て
く
る
。
こ
こ
に
会
所
の
恒
常
化
の
必
要
性
が
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
史
料
に
よ
れ
ば

「
互

二
売
用

二
差
支
不
申
様
」
と
、
互
い

に
商
売
に
差
し
支
え
が
な
い
よ
う
に
注
意
が
払
わ
れ
て
寄
合
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
町
が

「商
工
業
者
と
し
て
の
職
業
的
な
共
同

　お
　

結
集
」

で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
人
々
が
寄
合
を

行
う
時
に
は
、
商
売
に
多
少

の
支
障
が
出

て
し
ま
う
が
、
町
の
構
成

員
で
あ
る
以
上
、
し
か
た
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
町
に
会

所
が
な
く
、
誰
か
の
屋
敷

で
寄
合
を
行
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
寄
合
の

場

に
さ
れ
た
家
の
商
売
に
は
、
さ
ら
に
支
障
を
き
た
す
と
い
う
こ
と

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
平
等
に
寄
合
を
行

う
た
め
に
、
共
同
施
設

と
し
て
の
寄
合
の
場
、

つ
ま
り
会
所
が
必
要

と
さ
れ
た
と
い
え
る
。

以
上
が
定
例
の
寄
合
と
臨
時

の
寄
合
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
寄
合
の
後
に
会
食
を
行

っ
て
い
る
記
述
を
よ
く
見
か
け
る
。
そ

こ
で
、
寄
合
と
会
食
の
関
係

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

参
加
資
格
や
席
順
に
お
い
て
ま
で
規
定
さ
れ
、
厳
粛
に
行
わ
れ
た

寄
合

で
あ
る
が
、
話
し
合

い
だ
け
で
は
な
く
、
皆
で
食
事
を
し
、
親

睦
を
深
あ
て
い
る
。

こ
れ
を
町
汁
と
呼
ん
だ
。
町
汁
は
、
公
家
の
会

食
を
う
け

つ
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
室
町
時
代
末
期
に
お
い
て
は
町

　ロ
　

中

で
行
わ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
時
代
が
下
る
と
共
に
町
汁
は
次
第
に
ぜ
い
た
く
に
な

っ

て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
暦
元
年
の
触
状

に
は

「寄
会
に
こ
と
を
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　お
　

よ
せ
遊
宴

二
長
し
、
当
分
之
要
用
を
相
妨
」
と
あ
り
、
明
暦
二
年
の

触
状
に
も

「
寄
合

二
事
を
寄
、
振
廻
酒
宴
等
に
長
し
、
当
分
之
要
用

　め
　

を
致
慨
怠
、
剰
後
日
之
申
事
出
来
之
族
、
曲
事
た
る
へ
し
」
と
寄
合

に
お
け
る
宴

の
自
粛
を
よ
び
か
け
て
い
る
。

こ
れ
を
う
け
て
町
で
も
自
粛
の
動
き
が
見
ら
れ
、
明
暦
二
年

に
は

西
方
寺
町

で

「
町
中
寄
会
之
日
者
廻
り
菓
子
の
外
振
舞
を
令
停
止
、

　め
　

尤
禁
酒
等

可
仕
候
事
」
と
あ
り
、
各
町
で
倹
約
を
促
す
取
り
決
め
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
町
に
よ

っ
て
は
、
寄
合
の
回
数
を
減
ら

し
た
り
、
食

べ
物

の
種
類
を
限
る
と
か
、
さ
ら
に
は
町
汁
に
要
す
る

費
用
は
町
負
担
に
す
る
と
か
の
取
り
決
め
を
行
う
な
ど
し
て
質
素
化

　の
　

が
計
ら
れ

た
。

こ
の
よ
う
に
、
質
素
化
が
計
ら
れ
た
町
汁
で
あ

っ
た

が
、
正
月

の
初
寄
合
町
汁

に
関
し
て
は
年
頭
礼
で
あ

っ
た
た
あ
、
他

の
寄
合
と

は
区
別
さ
れ
、
ご
馳
走
が
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

寄
合
の
規
定
の
中

で
、
出
さ
れ
る
食
べ
物
に
関
す
る
記
述
が
種
類

や
品
数
に
い
た
る
ま
で
詳
細

に
、
し
か
も
頻
繁
に
見
ら
れ
、
規
定
自

体
も
町
内

で
た
び
た
び
定
あ
ら
れ
て
い
る
。
町
汁
は
奢
修
逸
楽
に
走

り
が
ち
で
あ

っ
た
と
い
え
、
人
々
は
寄
合
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

以
上
よ

り
、
寄
合
は
町
の
自
治
運
営

の
基
礎
で
あ
る
と
同
時
に
、

弛
緩
し
が
ち
な
町
内
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
連
帯
を
は
か
る
手

段

と

し

て
重

視

さ
れ

て

お

り
、

の
中

心

で
あ

っ
た
と

い

え

る
。

会

所

は
町

内

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン

五
、
町
人
の
く
ら
し
と
町
会
所

町
会
所
に
は
寄
合
の
他
に
も
人
々
が
集
い
、
社
会
的
な
儀
礼
の
場
、

年
中
行
事
の
拠
点
、
文
化

・
教
養
を
深
め
る
場
な
ど
、
様
々
な
機
能

が
あ

っ
た
。

一
つ
目
と
し
て
、
町
会
所
に
は
年
頭
礼
を
は
じ
め
、
社

会
的
な
儀
礼
を
行
う
場
で
あ

っ
た
。
明
和
五
年

(
一
七
六
八
)
の
小

　お
　

泉
町
の
町
儀
之
定
で
は

「入
聲

・
嫁
取
共
、
於
会
所
町
中
寄
合
拝
ル
」

と
あ
り
、
入
智
、
嫁
取
と
い
っ
た
新
し
く
町

の

一
員
と
な
る
者

の
お

披
露
目
が
行
わ
れ
て
い
る
。
町
入
に
関
す
る
烏
帽
子
着
、
冠
途
成
と

い

っ
た
儀
礼
に
も
会
所
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
会
所
を

社
会
的
な
儀
礼
を
行
う
場
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
し
く

構
成
員

に
な

っ
た
者
の
披
露
と
周
知
を
町
内

に
公
示
す
る
こ
と
が
で

き
、
新
構
成
員
に
お
い
て
は
連
帯
責
任
を
担
う
こ
と
を
自
覚
さ
せ
、

町
の
運
営

に
協
力
す
る
こ
と
を
誓
わ
せ
た
。

つ
ま
り
、
町
会
所
は
、

町
内
に
新
た
な
構
成
員
の
顔
を
広
め
、
町
の
秩
序
と
平
和
を
守
る
た

め
の
場

で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

二

つ
目

に
、
町
会
所
は
祭
礼
を
は
じ
め
と
す
る
年
中
行
事

に
用
い
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ら
れ
た
。
特

に
山
鉾
町
に
お
い
て
は
、
祇
園
祭
の
際
に
頻
繁
に
利
用

さ
れ
て
い
る
。
長
刀
鉾
町
の
寛
政
十
二
年

(
一
八
〇
〇
)
の

「
町
式

　　
　

目
並
印
鑑
」

に
よ
り
、
山
鉾
町
で
あ
る
長
刀
鉾
町
の
町
衆
が
、
祇
園

祭

に
際
し

て
、
会
所
に
参
集
す
る
事
例
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。

五
月

二
十
日

二
十
七
日

晦
日

六
月

朔
日

五
日

六
日

七
日

八
日

十

一
日

会
所

で
は
、

吉
符
入

清
祓

鉾
枠
か

ら
み

鉾
建

曳
初

鉾
錺

一
到
袴
羽
織

二
而
会
所

へ
着
座

早
朝
よ
り

一
到
会
所

へ
参
集

今
朝
未
明
よ
り
町
中
会
所

へ
参
集

今
未
明
よ
り
町
中
参
集
五
ツ
時
曳

初昼
時
よ
り
町
中
会
所
へ
参
集
鉾
錺

之
事

人

々

が
集

ま

り
、

り

準

備

を
行

っ
て

い
る
。

も
行

わ

れ
、

宵

山

に
あ

っ
た

っ
て
は

、

巡
行

鉾
崩
し

未
明
よ
り

一
到
会
所

へ
参
集

神
事
入
用
算
用

祭
り
の
運
営
に
つ
い
て
相
談
し
た

ま
た
、
稚
児
の
舞
初
め
と
嘩
子
の
練
習

「会
所
飾
り
」
と
し
て
町
会

所

の
座
敷
に
は
、
山
鉾
の
御
神
体
や
町
内
の
宝
物
が
並
べ
ら
れ
、
披

露
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
山
鉾
町
の
町
会
所
は
、
祇
園
祭
に
お
い

て
、
そ
の
機
能
を
最
大
に
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
長
刀
鉾
町
で
は
祇
園
祭
以
外
の
年
中
行
事
で
も
会
所
が

　ね
　

用
い
ら
れ
て
お
り
、
町
会
所
は
四
季
を
通
し
て
人
々
が
集
い
、
町
の

行
事
を

一
緒
に
祝
う
こ
と
で
連
帯
感
を
深
め
る
場
で
あ

っ
た
よ
う
で

あ
る
。

三

つ
目
と
し
て
、
町
会
所
は
、
町
内

の
文
化

・
教
養
を
深
め
る
た

め
に
も
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
で
に
早
く
か
ら
演
能
よ
り
独

立
し
て
い
た
素
謡
は
、
「謡
」
と
し
て
江
戸
時

代
に
大
流
行
し

て
い

く
が
、
京
都
に
お
い
て
は

「
便
用
謡
」
と
し

て
登
場
し
て
い
た
。

「便
用
謡
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
小
謡

の
形
式
を
と

っ
て
記

憶
さ
せ
よ
う
と
し
た

一
連
の
作
品
で
あ
る
。
京

の
縦
横
小
路
の
通
り

名
、
東
海
道
の
駅
路
、
西
国
三
十
三
ヵ
所
、
服
忌
令
、
歴
代
天
皇
、

和
算
の
方
法
な
ど
が
う
た
い
こ
ま
れ
て
お
り
、
実
用
性

の
あ
る
も
の

　　
　

が
中
心
で
あ

っ
た
。
特
に
、
京
の
縦
横
の
小
路
の
通
り
名
を

つ
づ

っ

た

「九
重
」
は
、
京
の
人
々
が
京
都
の
地
理
を
覚
え
る
の
に
用
い
ら

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

守
屋
毅
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
実
用
性
を
持

つ

「
便
用
謡
」

は
、
き
わ
め
て
日
常
的
に
町
会
所
な
ど
で
、
謡
の
素
養
の
あ
る
人
々
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に
よ
っ
て
子
供
た
ち
に
教
え
広
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
町
会

所
は
便
用
謡
な
ど
の
稽
古
を
通
し
て
町
内
の
社
会
教
育
の
場
で
も
あ
っ

　お
　

た
と
し

て
い
る
。

町
会
所
で
は
、
教
育
の
他

に
文
化

に
親
し
む
場
で
も
あ

っ
た
よ
う

だ
。
芝
薬
師
町
に
お

い
て
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。
明
治
元
年

(
一
八
六

八
)

に
町
中
規
則
が
改
め
ら
れ
、
「会
所
座
敷

二
而
三
味
線
、

　　
　

碁
、
将
棋
、
拳
、
舞
曲
等
之
義
、
堅
無
用
之
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

規
則
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
前
は
こ
れ
ら
の
娯
楽

の
数
々
が
会
所
で
行
わ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
会
所

で
人
々

は
遊
興
を
楽
し
み
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
通
し
て
友
好
を
育
ん
で
い

た
と
思

わ
れ
る
。
便
用
謡
や
遊
興
の
例
よ
り
、
町
会
所
は
人
々
が
文

化
や
教
養

を
身

に
つ
け
、
楽
し
み
な
が
ら
交
流
を
深
あ
る
場
と
し
て

も
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

町
会
所

は

(1
)
社
会
儀
礼
、
(2
)
年
中
行
事
、
(
3
)
文
化

・

教
養
の
場

と
し
て

一
年
を
通
し
て
利
用
さ
れ
、
親
し
ま
れ
て
い
た
。

ま
た
、

こ
れ
ら
の
事
柄
を
通
し
て
、
人
々
は
精
神
的
な
結
束
を
強
め
、

町
内
の
平
和
を
保
と
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら

に
、
京
都
の
古
い
方
言

で

「
会
所
」
と
は
床
屋
を
さ
し
た
そ

う
で
あ

り
、
町
会
所
は
町
内

の
髪
結
床
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
お
り
、

日
常
的

に
町
内
の
人
々
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
『
守
貞
漫
稿
』

に
よ

れ
ば

「京
師

ノ
会
所
守

ハ
髪
結
ヲ
常

ノ
業
ト

ス
故

二
、
宅
表

ヲ
髪
結

床
ト
シ
テ
座
敷

ヲ
会
合

ノ
席
ト
ス
。
大
坂

ハ
然
ラ
ズ
、
右
ノ
髪
結
人

　あ
　

ノ
会
所
ト
称

シ
坊
内

ノ
町
用
公
用
ヲ
兼
務

ス
」
と
あ
り
、
会
所
が
日

常
は
髪
結
床
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
会
所

に
は
通
常
、
会
所
用
人
が
居
住
し
て
お
り
、
会
所
家
の
維
持
管
理
や

町
の
雑
役
事
務
を
行

っ
て
い
た
が
、
そ
の
他

に
髪
結
も
行

っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
町
人
は
日
常
的
に
髪
を
結
い
、

ハ
レ
の
日
の
身
な
り

を
整
え
る
た
め
に
も
髪
結
は
町
に
必
要
な
も

の
で
あ

っ
た
。
髪
結
は

町
中
の
誰
も
が
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
会
所
で
行

っ
た
こ

と
で
、
会
所
は
頻
繁
に
町
内
の
人
々
が
出
入
り
し
、
情
報
交
換
を
行

う
場
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　め
　

『
史
料

京
都
の
史
料

第
十
二
巻
』

に
よ
る
と
、
塩
竃
町
に
お

い
て
は
、
毎
月
二
日
寄
合
で
の
定
書
を
額
に
貼
り
付
け
、
町
内
北
側

に
あ

っ
た
町
会
所

の
表
間
に
か
け
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
町
会
所
が
、
頻
繁

に
人
々
が
出
入
り
す
る
場

で
あ

っ
た
こ
と
に

基
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
町
会
所
は
日
常
的
に
町
内

の
人
々
が
集
ま
る
場
で

あ

っ
た
と
い
え
、
町
内

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
心
と
し
て
機
能
し
て

い
た
と
い
え
る
。
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お

わ

り

に

京
都

の
町
会
所
は
、
支
配
者
側
か
ら
の
要
求
だ
け
で
な
く
、
町
の

共
同
体

に
お
い
て
も
恒
常
的

に
必
要
と
さ
れ
た
施
設
で
あ

っ
た
。

京
都

の
町
会
所
は
他

の
都
市

に
比

べ
、
早
い
時
期
に
成
立
し
、
十

七
世
紀
中
期
以
降
に
は
ほ
と
ん
ど
の
町
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、

京
都
が
江
戸
時
代

の
初
あ
に
は
最
大
の
人
口
を
持

つ
大
都
市
で
あ
り
、

大
都
市
を
支
配
す
る
に
は
町
の
均
質
性
が
必
要
と
さ
れ
、
町
会
所
の

普
及
は
、

あ
る
意
味
町
の
均
質
性
の
浸
透
の
過
程
で
あ

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

京
中

の
町
に
町
会
所
が
成
立
し
、
普
及
し
て
い
っ
た
の
は
、
都
市

支
配
を
目
的
と
し
た
所
司
代
牧
野
親
成
の
法
令
が
直
接
的
要
因
で
あ

っ

た
。
し
か
し
、
法
令
が
出
さ
れ
る
以
前
に
も
会
所

の
成
立
し
て
い
た

町
が
存
在
し
て
お
り
、
本
来
は
町
共
同
体
か
ら
の
必
要
性
に
よ
り
成

立
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
必
要
性
と
は
、
近
世

の
町
の
平
等
論

理
を
全
う
す
る
た
あ
の
公
正

で
平
等
な
町
の
自
治
運
営
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
の
存
在
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し

て
、
人
々
は
、
限
ら
れ
た
都
市

の
空
間
の
中
で
自
分
達
の
町

に
会
所
を
持

つ
た
め
に
、
町
内
の
町
中
持
家
を
会
所
と
し
て
用
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
町
会
所
は
町
の
事
情
に
よ

っ
て
成
立
さ
れ
て
い
た
の

で
、
あ
る
期
間
、
会
所
が
な
い
ま
ま
に
町
の
運
営
を
行

っ
て
い
た
町

も
あ

っ
た
が
、
人
々
は
常
に
恒
常
的
な
維
持
を
目
指
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

人
々
が
町
会
所
を
恒
常
的
に
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
会
所
に

は
様
々
な
機
能
が
あ
り
、
日
常
的
に
町
内
の
人
々
が
出
入
り
す
る
施

設
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
会
所
で
は
、
(1
)
町
政
事
務
、
(2
)

共
有
財
産

の
保
管
、
(3
)
寄
合
、
(
4
)
社
会
儀
礼
、

(
5
)
年
中

行
事

・
文
化
、
(
6
)
教
養
の
伝
承
、
(
7
)
髪
結
床
が
行
わ
れ
、
非

常

に
多
目
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。

町
会
所
は
町
の
自
治
運
営
の
中
心
で
あ
る
が
、
町
内
の
精
神
的
結

束

の
場
と
し
て
の
役
割
も
大
き
い
こ
と
が
分

か

っ
た
。

こ
の
背
景
と

し
て
は
、
町
は
人
の
流
動
が
激
し
く
、
町
内

の
平
和
を
守
り
、
安
全

に
生
活
す
る
た
あ
に
は
町
内
で
の
精
神
的
な
結
束
を
は
か
る
こ
と
が

重
要
で
あ

っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
町
会
所
は
、
町
の
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
核
と
し
て
町
共
同
体
か
ら
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で

あ

っ
た
。
町
会
所
と
は
、
町
の
共
同
体
の
安
ら
か
な
都
市
生
活
を
支

え
る
役
割
を
持

っ
た
共
有
施
設
で
あ

っ
た
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

末
筆
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
浅
学
な
私
を
温
か
く
見
守
り
、
ご
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指
導
下

さ

っ
た
鎌
田
道
隆
先
生
に
心
か
ら
の
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

補
注

(
1
)

(
2
)

(3
)

(
4
)

(
5
)

朝
倉
治
彦

・
柏

皮
修

一
校
訂
編
集
、
『
守
貞

漫

稿
』

第

四
巻

、

東
京

堂
出
版
、

一
九
九
二
年
、
六
四
頁

京
都
大

学
工
学
部
建
築
学
教
室
建
築
史
研
究
室
編
、
川
上
貢

監
修

、

谷
直

樹
執
筆

『
祇
園
祭
山
鉾
町
会
所
建
築

の
調
査
報
告

本
文
編
」

一
九

七
五
年

『北

観
音
山
文
書
』
、
京
都
市
編

『
史
料

京
都

の
歴
史
』

第

四
巻
、

平

凡
社
、

一
九
八
〇
年
、

二
八
五
頁

天
文
六
年

(
一
五
三
七
)

に

「
但
し
大
割
六
角
堂

二
而
寄
会
申
候
」

と
あ
る
。

『
鶏
鉾
町
文
書
』
、
京
都
市
編

『
史
料

京
都

の
歴
史
』
第

十

二
巻

、

一
九
八

一
年
、

一
一
九
頁

山
鉾
町
と
は
、
祇
園
会

の
際

に
山
鉾
を
出

す
町

の
こ
と

で
あ

る
。

山

鉾
は
氏
子

の
人

々
に
よ

っ
て
作

ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
そ

れ
も
個

人

の
氏
子

で
な
く
、
町
共
同
体

が
作

り
、

運
営

す
る
も

の
で
あ

る
。

ま

た
、
大
型

の
山
鉾
を
巡
行

さ
せ
る
に
は
多
額

の
費
用
と
労
働

力

が
必

要

で
あ
り
、
町
共
同
体

の
成
立

が
不
可
欠

で
あ

っ
た
。

祇
園
会

は
応
仁

の
乱

以
後

、

一
時

中

断

さ
れ

る
が
、

明

応
九

年

(
一
五
〇
〇
)

に
再
興

さ
れ
て
お
り
、
山

鉾
町

は
、

山

鉾

巡
行

を
行

う
た
め

に
他

の
町
に
比

べ
、
早

く
か
ら
町
共
同
体

の
自
治

が
確
立

し

て
い
た
。

(
6
)

(
7
)

(
8
)

(
9
)

(
10
)

(
11
)

(
12
)

(
13
)

京
都
冷

泉
町
文

書
研
究
会
編

『
京
都
冷
泉

町
文
書
」
第

一
巻

、

思
文

閣
出
版

、

一
九
九

一
年
、

一
一
六
頁

京
都
冷

泉
町
文

書
研
究
会
編

『
京
都
冷

泉
町
文
書
」
第

一
巻

「
大
福

帳
」
よ
り
、
町
会
所
以
外

で
の
寄
合

の
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

天
正
廿
年

西
か
わ
衆

の
時

な
ら
や
せ
に

つ
か
い
申

九
百
九
十
文

し
ゆ
け

い
に
て

一
町
参
会
時

慶
長
元
年

於
了
仁
亭
参
会
之
時

壱
匁
六
分

慶
長
弐
年

ゑ
ほ
し
き
よ
ろ

こ
ひ
こ
と

於

了
仁

さ
ま

四
十
匁

西
東
参
会

慶
長
十
五
年

辻

ノ
い
ひ
事

ノ
請
合

二
宗
俊

に
て
惣
町
衆

三
匁
三
分

よ
り
あ

ひ

吉
田
伸
之

「
町
人
と
町
」

(『
講
座

日
本
歴
史
5

近
世
1
」

東
京

大

学
出
版
会
、

一
九
八
五
年
、

一
六

四
～

一
六
九
頁

町

の
論
理
と
し

て
、

一
つ
に
形
式
的
平
等

の
堅
持
を
あ
げ
て
い
る
。

杉
森
哲
也

「
町
組
と
町
」

(『
日
本
都
市
史
入
門

・
町
』
東
京

大
学

出

版
会
、

一
九
九
〇
年
、
六
五
頁

杉
森
哲
也

「
町
組

と
町
」

(『
日
本
都
市

史
入

門

・
町
』
)

六
三
頁

以

下京
都

町
触
研
究
会
編

『京
都

町
触
集
成
』
別
巻

二
、

二

一
四
頁

、

岩

波
書
店
、

一
九

八
九
年

京
都

町
触
研
究
会
編

『京
都

町
触
集
成
』
別
巻

二
、

二

一
六
頁

京
都

町
触

研
究
会

編

『京
都

町
触
集
成
』
第

一
巻
、
岩
波
書

店
、

一

九

八
三
年
、

三
七

三
頁
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(
14
)

(
15
)

(
16
)

(
17
)

(
18
)

(
19
)

(
20
)

(
21
)

(
22
)

(
23
)

(
24
)

(
25
)

(
26
)

京
都
町
触
研
究
会
編

『
京
都
町
触
集
成
』
第

一
巻
、
四

一
七
頁

『
西
上
之
町
文
書
」
京
都
市
歴
史
資
料
館
編

『叢
書

京
都

の
史

料

京
都
町
式
目
集
成
」

一
九
九
九
年
、
六
六
頁

『
三
条
衣
棚
町
文
書
」
、
京
都
市
歴
史

資
料

館
編

『
叢
書

京
都

の

史
料

京
都
町
式
目
集
成
』

二

=

頁

『
芝
大
宮
町
文
書
』
、
京
都
市
編

『
史
料

京
都

の
歴
史
』

第

七
巻

、

平
凡
社
、

一
九
八
〇
年
、
五

三
七
頁

『
足
袋
屋
町
文
書
」
、
京
都
市
編

『
史

料

京
都

の
歴
史
』

第

一
二

巻
、

一
八
四
頁

『
足
袋
屋
町
文
書
』
、
京
都
市
編

『
史

料

京
都

の
歴
史
』

第

一
二

巻
、

一
七
七
頁

京
都
大
学
工
学
部
建
築
学
教
室
建
築
史
研
究
編
、
川
上
貢
監

修

、

谷

直

樹
執
筆

『
祇
園
祭
山
鉾
町
会
所
建
築

の
調
査
報
告

本
文
編

』

京
都

市
編

『
史
料

京
都

の
歴
史
」
第

一
二
巻
、

一
九

〇
頁

京
都

市
編

『
史
料

京
都

の
歴
史
』
第
七
巻
、

五
六

二
頁

『
清
和
院
町
文
書
」
、
京
都
市
編

『史
料

京
都

の
歴
史
』

第

七
巻

、

二
二
八
頁

『
西
上
之
文
書
』
、
京
都
市
編

『史
料

京
都

の
歴

史
」

第

七

巻
、

三
九
二
頁

『
長
刀
鉾
文
書
」
、
京
都
市
編

『史
料

京
都

の
歴
史
』
第

一
二
巻

、

一
五
三
頁

朝
倉
治
彦

・
柏
皮
修

一
訂
編
集
、

『守
貞

漫
稿

」

第

一
巻
、

東
京

堂

出
版
、

一
九
九

二
年
、

四
三
頁

以
下

著
者
喜
多
川
守
貞

は
、
京
阪

の
民
戸
を

「巨
戸
」
、
「中

戸
」
、

「
小

(
27
)

(
28
)

(
29
)

(
30
)

(
31
)

(
32
)

(
33
)

戸
」

に
区
分
し

て
い
る
が
、
必
ず
し
も
建
物

の
規
模

の
基
準

を
明

確

に
設
け
た
上

で
使
用
さ
れ
た
言
葉

で
は
な

い
。
巨
戸
は
上
層

の
富
裕

な
町
人
、
中
戸
は
中
層

の
町
人
、
小
戸
は
下
層
町
人

の
住
居

と
考

え

ら
れ

て
い
る
。

京
都
冷
泉
町
文
書
研
究
会
編

『
京
都
冷
泉
町
文
書
』
第

二
巻

、

思
文

閣
出
版
、

一
九
九
四
年
、
三
四
九
頁

京
都
冷
泉
町
文
書
研
究
会
編

『
京
都
冷
泉
町
文
書
』
第

四
巻

、

思
文

閣
出
版
、

一
九
九
四
年
、
九
八
頁
以
下

京
都
大
学
工
学
部
建
築
学
教
室
建
築
史

研
究
室
編
、
川
上
貢

監
修

、

谷
直
樹
執
筆

『
祇
園
祭
山
鉾
町
会
所
建
築

の
調
査
報
告

本

文
編

」

四
頁
以
下

「
北
観
音
山
町
文
書
」
(
京
都
歴
史
資
料
館

フ
ィ
ル
ム
M

一
八

四
〇
)

『
山
田
町
文
書
』
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
編

『
叢
書

京

都

の
史
料

京
都
町
式
目
集
成
』
二
〇
六
頁

『
梅
忠
町
文
書
」
、
京
都
市
歴
史
資
料

館

『
叢

書

京
都

の
史

料

京
都
町
式
目
集
成
』
二
七

一
頁

元
文

四
年

(
一
七
三
九
)

の
定

に
よ
る
と
、
梅
忠

町
で
は
、

会
所

に
水
籠
階
子
と
灯
燈
が
置
か
れ

て
い
る
。

ま
た
、
享
保
七
年

(
一
七

二

二
)

の
法
令

で
も
、
「
む
し
ろ
五
枚
宛

、

町

々
会

所
家

二
致

用
意

可
差
置
候
」
と
あ
り
、
会
所
が
消
火
道
具
を
設
置
す

る
場

と

さ
れ

て

い
る
。

京
都
冷
泉
町
文
書
研
究
会
編

『
京
都
冷
泉

町
文
書
」
第

二
巻

、

二
六

七
頁寛

延

二
年

(
一
七
四
九
)

の

「
宗
門

人
別
改
帳
」

か
ら
、

町
会
所

一60一



　

35
)

　

34
)

　

38
)

　 　
3736
))

 

(
39
)

(

42
)

((

4140
))

に
用
人
と
そ

の
母
、
妻
、
弟
、
伜
、
弟
子

二
人

の
計
七
名

が

住

ん
で

い
る
事

が
わ
か
る
。

京
都
冷
泉

町
文
書
研
究
会
編

『
京
都
冷
泉
町
文
書
』
第

一
巻

、

二
〇

五
頁
。

「
会
所
用
人
方
定
書
」
が
記

さ
れ

て
い
る
。

京
都

大
学

工
学
部
建
築
学
教
室
建
築
史
研
究
室
編
、
川
上

貢
監

修
、

谷
直

樹
執
筆

『
祇
園
祭
山
鉾
町
会
所
建
築

の
調
査
報
告

本

文

編
』

二
八
頁

京
都

冷
泉
町
文
書
研
究
会
編

『
京
都
冷
泉
町
文
書
』
第

二
巻
、

三
四

九
頁『北

観
音
山
町
文
書
』
、
京
都
市
編

『
京

都

の
歴
史

』

第

六
巻

、

學

藝
書

林
、

一
九
七
六
年
、
三
六
七
頁

『
元
中
之
町
文
書
』
、
京
都
市
編

『
史
料

京
都

の
歴
史
』
第

七
巻

、

五
〇
七
頁

「
町
儀

ハ
、
家
督
請
候
仁

二
而

も
、
元

服
以
上

可
被
出
候
」

と
あ

る
。『

西
上
之
町
書
』
京
都
市
編

『史
料

京
都

の
歴
史

』
第
七
巻

、

三

九
二
頁

「
家
守
衆

ハ
、
町
参
会

二
出
申
間
敷
候
」

と
あ
る
。

『
下
柳
原
南
町
文
書
』
、
京
都
市
編

『
史
料

京
都

の
歴

史
』

第
七

巻
、

=

六
頁

『
作
庵
町
文
書
』
、
京
都
市
編

『史
料

京
都

の
歴
史

』

第

七
巻

、

四
六
六
頁

『
二
条
西
洞
院
町
文
書
』
、
京
都
市

編

『
史
料

京

都

の
歴

史
』

第

九
巻
、

二
四
二
頁

(

44
)

(

43
)

　

47
)

　 　
4645
))

『
元
中
之
町
文
書
」
、
京
都
市
編

『
史
料

京
都

の
歴
史
」

第

七
巻
、

五
〇
七
頁

『
諏
訪

(
弘
)
文
家
書
』
、
京
都
市
編

『
史
料

京

都

の
歴
史
」

第

七
巻
、

二
三
〇
頁

寄
合

の
欠
席

の
届
出
を
行
わ
な
か

っ
た
場
合
、
過
銭
五
拾

文
を

出

さ
な
け
れ
ば
な

ら
な

か

っ
た
。

『
鶏
鉾
町
文
書
」
、
京
都
市
編

『
史
料

京
都

の
歴
史
』
第

一
二
巻

、

一
二
二
頁

『
新
修

京
都
叢
書
』
第

四
巻
、
新
修
京
都
叢
書
刊
行
会
、

臨

川
書

店
、

一
九
六

八
年
、

四

一
頁

『
西
亀
屋

町
文
書
』
、

京
都
市
編

『
史

料

京
都

の
歴

史
』

第

七
巻

五
〇

一
～

五
〇

二
頁

出

さ
れ
た
料

理
は
次

の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

一
町
汁
当

屋
、
其
日
之
行
事
。

こ
く
せ
う

平中
酒
肴

二
献
目

鉢
さ
か
な

三
献
目

酒
膳
之
上
、

く
わ
ひ

焼
も

の

い
も

麩飯
蛸

牛
房

ぶ
り

し
い
た
け

生
具

娘
菜
し
た
し

在
候
も

の
何

に
て
も
見
合

ぬ
た
も

の
見
合
、
わ
け
き
す
み
そ

三
献
切
。
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)

(
49
)

(
50
)

(
51
)

((

5352
))
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)
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))))

 

(
同

)

右
之
通
、
例
年
定

り
也
。
尤
、
膳
椀

之
類
各

々
持
寄
り

に
て
。

京
都
大
学

工
学
部
建
築
学
教
室
建
築
史

研
究
室
編
、
川
上
貢
監

修
、

谷
直
樹
執
筆

『
祇
園
祭
山
鉾
町
会
所
建

築

の
調
査
報
告

本

文
編
』

二
五
頁

『
下
柳
原
南
半
町
文
書
』
、
京
都
市
編

『
史

料

京

都

の
歴
史

」

第

七
巻
、

一
一
七
頁

『
新
修

京
都
叢
書
」
第

四
巻
、

二
五
頁

『
蛸
薬
師
町
文
書
」
、
京
都
市
歴
史
資

料
館

編

『
叢
書

京

都

の
史

料

京
都
町
式
目
集
成
』

一
四
〇
頁

京
都
市
編

『
史
料

京
都

の
歴
史
』
第

一
二
巻
、

一
二
八
頁

朝
尾
直
弘

「
近
世

の
身
分
制

と
賎
民
」

(
『
部
落
問
題
研
究
」
六
八
目亙

一
九
八

一
年
、

四

一
頁
)

町
を
地
縁
的

・
職
業
的
身
分
共
同
体

と
し
、
商
業
が
町

民

の
結

合

の
核

に
な

っ
て
い
る
と

し
て
い
る
。

京
都
市
編

『
京
都

の
歴
史
』
第

六
巻
、

三
六
四
頁

京
都
町
触
研
究
会
編

『
京
都

町
触
集
成
』

別
巻
二
、
二

一
四
頁

京
都
町
触
研
究
会
編

『
京
都

町
触
集
成
』

別
巻
二
、
二

一
六
頁

京
都
町
触
研
究
会
編

『
京
都

町
触
集
成
』

別
巻
二
、
二

一
六
頁

『
下
柳
原
南
半
町
文
書
」
、
京
都
市
編

『
史

料

京

都

の
歴
史

」

第

七
巻
、

一
一
七
頁

「
町
内
初
汁
、

二
季
寄
合
之
節
、

酒
三
献

限

二
相
定
、
相

互

二
行

儀
第

=

一
致
、
常

々
諸
事
倹
約

い
た
し
」

と
あ
る
。

『
長
刀
鉾
町
文
書
』
、
京
都
市
編

『史
料

京
都

の
歴
史
』
第

四
巻

、

四
八
五
頁

(
59
)

(
60
)

(
61
)

((
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))

 

(
64
)

(
65
)

(
66
)

「
寄
合
之
節
、
質
素
第

=

一心
掛

可
為
禁

酒
、
銘

々
弁
当

持
参

、

廻
り
菓
子
儀
は
焼
餅
之
類

可
然
事
」

と
あ
る
。

『
土
屋
山
家
文
書
』
、
京
都
市
編

『史

料

京
都

の
歴

史
」

第

一
二

巻

、
二
八
〇
頁

「
長
刀
鉾
町
式
目

・
祇
園
山
鉾

町
所
蔵
文
書
目
録
」

(『
史
窓

』

第

一

七

・

一
八
合
併
号
、

一
九
六
〇
年
、

二
三
五
頁
以
下
)

「
長
刀
鉾
町
式
目

・
祇
園
山
鉾
町
所
蔵
文
書
目
録
」

(『
史
窓

』

第

一

七

・

一
八
合
併
号
、

二
三
一二
頁
)

明
和
五
年

(
一
七
六
八
)

に

「花
作

り
之
節
児

元
よ
り
振
舞
有

之

候

儀
是
又
右

二
準

シ
為
祝
儀
銀
子
被
指
出
候
共
会
所

二
而

ハ
左

之
通

取
斗
相
祝

ひ
可
申
事
」
と
あ

る
。

京
都
市
編

集

『京
都

の
歴
史
』
第
六
巻
、

一
二

}
～

一
二
二
頁

守

屋
毅
著

『京

の
町
人

近
世
都
市
生
活
史
』
教
育
社
、

一
九

八
〇

年

、
八
七

～
八
八
頁

『芝
薬
師

町
文
書
」
、
京
都
市
編

『
史
料

京
都

の
歴
史
』
第

七
巻

、

五
七
〇
頁

朝
倉
治
彦

・
柏
皮
修

一
校
訂
編
集

『
守
貞
漫
稿
」
第

一
巻
、
八
二
頁

『塩
竃

町
文
書
』
、
京
都
市
編

『
史
料

京
都

の
歴
史
』
第

一
二
巻

、

二
三
〇
頁
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